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「
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
親
密
な
関
係
に
あ
る
、

ま
た
は
あ
っ
た
人
か
ら
振
る
わ
れ
る
暴
力
」
の

こ
と
を
言
い
、
殴
る
、
蹴
る
な
ど
の
身
体
的
暴

力
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
・
経
済
的
・
性
的

暴
力
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
近
年
、
中
学
生

・
高
校
生
・
大
学
生
な
ど
、
若
年
層
カ
ッ
プ
ル

の
間
で
起
こ
る
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
が
問
題
に
な

っ
て
い
ま
す
。
Ｄ
Ｖ
は
大
人
の
男
女
間
に
限
っ

た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

Ｄ
Ｖ
は
、暴
力
を
振
る
う
側
の
問
題
で
あ
り
、

被
害
者
の
努
力
で
暴
力
が
と
ま
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
子
ど
も
に
暴
力
を
見
せ
た

り
、
危
険
な
目
に
遭
わ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
子

ど
も
を
巻
き
込
ん
だ
暴
力
は
、
子
ど
も
に
悪
影

響
を
与
え
ま
す
。

　

「
夫
が
妻
に
暴
力
を
振
る
う
の
は
仕
方
が
な

い
」と
い
う
思
い
込
み
や
、男
性
優
位
の
意
識
、

男
女
の
経
済
格
差
な
ど
、
個
人
の
問
題
だ
け
で

は
片
づ
け
ら
れ
な
い
、
社
会
構
造
的
な
問
題
が

大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
に
実
施
し
た
県
民
意
識
調
査
で
は
、

Ｄ
Ｖ
を
な
く
す
た
め
に
相
談
機
関
や
保
護
施
設

の
整
備
が
重
要
だ
と
答
え
た
人
は
、
48
・
7
％

で
し
た
。
市
は
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
、

相
談
機
関
の
周
知
を
し
て
い
ま
す
。

　

早
目
の
相
談
が
問
題
解
決
へ
の
第
一
歩
で
す
。

Ｄ
Ｖ
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
に

悩
ん
で
い
た
ら
、
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　収納課　☎55-2730・55-2771

◆
納
税
は
国
民
の
義
務
で
す

◆
税
金
を
納
め
ず
放
置
す
る
と
…

◆
地
方
税
法
な
ど
に
基
づ
く
滞
納
処
分
の
流
れ

◆
納
付
が
困
難
な
場
合
は
早
目
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

女
性
に
対
す
る
暴
力
を

　
　
　
　
　
　
　
な
く
す
運
動

11
月
12
日（
土
）〜
25
日（
金
）【
11
月
25
日
は
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
】

　
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
人
身
取
引
な
ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権
を
侵
害

す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

D
V（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
）と
は

D
V
の
起
こ
る
背
景

ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
、
相
談
を
！

D
V
相
談

女
性
の
た
め
の

相
談
室

 

電
話
番
号

 

受
付
時
間

 

 

相
談
場
所

 

相
談
日

 

月
〜
金
曜
日

（
祝
休
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

 

相
談
方
法 

電
話
・
面
接

（
要
予
約
、緊
急
時
は
随
時
受
け
付
け
）

9
時
〜
17
時
15
分

9
〜
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時

13
〜
16
時

（
51
）
1
1
2
8
（
64
）
8
9
9
7

富
士
市
配
偶
者

暴
力
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー

男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
（
フ
ィ
ラ

ン
セ
西
館
3
階
）

問
い
合
わ
せ

多
文
化
・
男
女
共
同
参
画
課

1（
55
）2
7
2
4　

5（
55
）2
8
6
4

Esi-danjo@
div.city.fuji.shizuoka.jp

税金は納期限内納付をお願いします
 11・12月は、県内一斉の滞納整理強化月間です 

静岡県・県内全市町・静岡地方税滞納整理機構が連携し、滞納整理の強化や積極的な広報に取り組みます。

　

原
則
、
納
期
限
を
経
過
し
て
か
ら
20

日
以
内
に
督
促
状
を
発
送
し
ま
す
。

　

金
融
機
関
、
勤
務
先
、
生
命
保
険
会

社
、
取
引
先
な
ど
に
対
し
、
質
問
及
び
検
査
を
行
い
ま
す
。

　

財
産
調
査
で
判
明
し
た
財
産
（
預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
売

掛
金
、
賃
料
な
ど
の
債
権
や
不
動
産
、
自
動
車
な
ど
）
を
差
し
押
さ

え
ま
す
。

　

納
税
は
国
民
の
三
大
義
務
の
1
つ
で
す
。
納
付
し
て
い
た
だ
い
た
税

金
は
、
福
祉
や
医
療
、
教
育
、
道
路
・
河
川
・
公
共
施
設
の
整
備
及
び

維
持
管
理
、
そ
の
ほ
か
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

市
税
を
滞
納
す
る
と
、
納
期
ど
お
り
に
納
め
て
い
る
大
多
数
の
人
と

の
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
市
の
財
政
を
圧
迫
し
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
ず
、
督
促
し
て
も
放
置
し
た
場
合
は
、
滞

納
処
分
を
執
行
し
ま
す
。
給
与
・
預
金
・
生
命
保
険
な
ど
の
債
権
、
不

動
産
、
自
動
車
な
ど
の
財
産
が
差
し
押
さ
え
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
滞
納
期
間
や
税
額
に
よ
っ
て
は
延
滞
金
が
発
生
し
、
本
来
納

め
る
べ
き
税
額
よ
り
多
く
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

災
害
や
病
気
、
失
業
や
事
業
の
廃
止
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場
合
は
、
早
目
に
収
納
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。　

　

差
し
押
さ
え
た
財
産
は
、「
取
立
」や「
公
売
」に
よ
り
換
価（
換
金
）

し
ま
す
。
換
価
し
て
得
た
代
金
は
滞
納
金
（
市
税
、
延
滞
金
）
に
充

当
し
ま
す
。

督
促
状
の
発
送

財
産
の
差
し
押
さ
え

換
価
・
配
当

財
産
調
査


